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（出所）IFRS財団プレスリリース（2021年11月3日公表）

IFRS財団によるサステナビリティ基準設定主体の設置

 2021年11月3日、IFRS財団は、気候変動をはじめとするサステナビリティに係る基準設定主体の設立を公表

IFRS財団プレスリリースの概要（2021年11月3日公表）

IFRS財団における3つの重要な進展

 気候やその他のサステナビリティの課題に関する高品質な開示を世界の金融市場に提供するため、以下３つを公表

① 新たに国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）を設立し、投資家の情報ニーズを満たす高品質なサステナビリ
ティ開示基準の包括的なグローバル・ベースラインを開発する

② 既存の基準策定団体である気候変動開示基準委員会（CDSB）及び価値報告財団（VRF）と2022年6月までに統
合する

③ ISSBが気候変動基準を策定するためのプロトタイプ（基準の原型）の公表

グローバルなプレゼンス

 ISSBは米州、欧州、アジア太平洋地域において複数の拠点を持つ。

 ISSB議長のオフィスを独フランクフルトに設置する。加モントリオールはISSBの支援及び地域関係者との協力の
ための重要な役割を果たす

 米サンフランシスコと英ロンドンは、技術面でのサポートや地域関係者との協力の役割を担う

 アジア太平洋の拠点として、北京と東京の提案について更に議論を継続する

今後のステップ

 ISSB議長・副議長以外のメンバー募集を早期に開始する。ISSB議長・副議長が任命され次第、ISSBとして作業を開
始し、ISSBの作業計画及び上記プロトタイプに関する市中協議を開始する
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 2021年3月、米証券取引委員会（SEC）は、気候変動開示に関する現行ルールを見直すための意見募
集を実施（コメント期限：6月13日）

 2022年3月、SECは上記市中協議結果を踏まえ、気候関連開示の規則案を公表（コメント期間60日間）

 2020年11月、英財務省は、TCFDに沿った開示の義務化に向けた今後5年間のロードマップを公表

 2021年1月、ロンドン証券取引所プレミアム市場の上場企業に対し、コンプライ・オア・エクスプレイン
ベースでTCFDに沿った開示を要求。2022年1月、対象をスタンダード市場の上場企業にも拡大

 2021年10月、上場企業及び大企業に対し、TCFDに沿った気候変動開示を義務付ける会社法改正を公
表（2022年4月6日以降開始する会計年度から適用開始）

 2021年11月、IFRS財団は、気候変動を始めとするサステナビリティに関する国際的な報告基準を策定
する基準設定主体の設置を公表。

日本  2021年6月、プライム市場の上場企業に対し、TCFD又はそれと同等の国際的枠組みに基づく気候変動
開示の質と量の充実を求めるコーポレートガバナンス・コードの改訂を実施

米国

 2021年4月、欧州委員会（EC）は、上場企業及び大企業に対し、サステナビリティ情報の開示を要求す
る企業サステナビリティ報告指令案を公表（2023会計年度から適用開始予定）（注）

（※）開示要件の詳細については、欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）が2022年半ばまでに基準を策定予定

EU

IFRS

財団

英国

国
際
会
議

G7首脳コミュニケ（2021年6月）抜粋

 我々は、一貫した、市場参加者の意思決定に有用な情報を提供し、かつ、TCFDの枠組みに基づく義務的な気候関
連財務開示へ、国内の規制枠組みに沿う形で向かうことを支持する

基
準
設
定

主
体

（注）欧州委員会が公表した企業サステナビリティ報告指令（CSRD）案では、2023年1月1日以降開始する事業年度から適用開始とされていたが、EU理事会からは、適用時期を1年後ろ倒しにすることが提案されている。

気候変動開示を巡る国際的な動き

 国内外で気候変動等に関する開示の充実に向けた取組みが進められている
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（出所）IFRS財団ホームページ（Technical Readiness Working Group）（2021年11月3日公表）

IFRS財団のサステナビリティ開示基準のプロトタイプ（構成）

 全般的な開示要求事項プロトタイプは、以下の項目で構成されている

目的

スコープ（全てのサステナビリティ関連リスクと機会が対象）

概念要素の適用

重要性 報告企業の境界 接続性

一般的特性

ガバナンス 関連する財務諸表の特定

戦略 財務データと仮定の使用

リスク管理 忠実な表現

指標と目標 見積りと結果の不確実性の発生要因

比較情報 誤謬

報告頻度 準拠の記載

報告チャネル 適用開始日

付録

A 用語の定義 C 重要性の実施に関するガイダンス

B 適用ガイダンス
（サステナビリティ関連財務情報、報告範囲）

D サステナビリティ関連財務情報に関する質的特性
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プロトタイプの構成
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* IAS第1号（財務諸表の表示）にも同様の規定があるもの
** IAS第8号（会計方針、会計上の見積もりの変更及び誤謬）にも同様の規定があるもの
（注）他のガイダンス（SASB、CDSB、TCFD 等）の利用も含まれ得るとの記載あり
（出所） IFRS財団「General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information Prototype」（2021年11月3日公表）

IFRS財団のサステナビリティ開示基準のプロトタイプ（一般的特徴）

 全般的な開示要求事項プロトタイプでは、一般的特性として14の項目を設定している
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ガバナ
ンス

サステナビリティ関連リスクと機会を監視するための
プロセス、統治、手順の開示

戦略
短期・中期・長期にわたり企業のビジネスモデルと戦
略を高める可能性のある、サステナビリティ関連リス
クと機会の開示

リスク
管理

サステナビリティ関連リスクと機会がどのように特定、
評価、管理、低減されているかの開示

指標と
目標

サステナビリティ関連リスクと機会に関連する企業の
パフォーマンスを管理・監視するために使用される情
報の開示

比較
情報*

今期に開示している情報（指標やKPIを含む）について
は、前期の比較可能な情報の開示を要求

（過去の比較情報の開示が困難な場合はその事実の
開示を要求）

報告の
頻度*

財務諸表と同じ報告期間（少なくとも12か月ごとの開
示）を要求
（異なる報告期間となる場合はその旨と理由を記載）

報告
チャネ
ル

• 一般目的財務報告の一部として開示することを要
求（特定の開示場所は指定せず）

• 「経営者による説明」での開示も可能な旨規定

• 相互参照を通じて、他の開示媒体の情報を通じて
一般目的財務報告の中に含める場合、当該情報
はISSB基準の要件を満たす必要

関連する
財務諸表
の特定

サステナビリティ関連財務開示に関連する財務諸表がIFRSに
沿って作成されているかどうかの開示
（IFRSに沿っていない場合は財務諸表の基礎である会計基準
が何かの開示を要求）

財務デー
タと仮定
の使用

サステナビリティ関連財務開示に財務データ及び仮定が含ま
れる場合は、財務諸表に含まれる財務データ及び仮定と一貫
することを要求

公正な
表現*/**

• サステナビリティ関連リスクと機会を忠実に表現することを
要求

• ISSBの基準がまだ存在しないサステナビリティ項目について
は、一般開示要件や他のISSB基準の関連要件等（※）を考慮
して企業が判断することを要求
（※）他のガイダンス（SASB、CDSB、TCFD 等）の利用も含ま
れ得るとの記載あり

見積りの
不確実性
と結果の
発生要因*

開示した指標のうち重要な見積りの不確実性がある指標の特
定、見積りの不確実性の要因の開示

誤謬** 過去の報告期間における誤謬は遡及して修正することを要求

準拠の
記載*

サステナビリティ開示基準の要件を全て満たしている場合は、
当該基準に準拠している旨の明示的かつ無限定の記載を含
める

適用
開始日*

未定（早期適用可）
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（出所） IFRS財団「General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information Prototype」（2021年11月3日公表）

IFRS財団のサステナビリティ開示基準のプロトタイプ（概念要素の適用）

 全般的な開示要求事項プロトタイプでは、「報告企業の境界」、「接続性」という概念の適用に関する要件を
定めている
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報告企業
の境界

接続性

 報告企業の境界は、財務諸表及びサステナビリティ関連財務開示で同じにすることを要求

（19項）

 報告企業の境界の外にある主体の活動や関係から生じる、利用者の企業価値の評価に影

響を与えるような重要なサステナビリティリスクと機会についても開示を要求（主要なサプラ

イヤーによる製造プロセスに起因するサステナビリティリスクと機会が、報告企業にとって重

要な場合を例示）（20項）

 サステナビリティ関連財務開示を（一般目的財務報告に含まれる）他の情報と関連付けるこ

とを要求（22項）。関連付ける場合として以下を例示

(a) 他の情報との関連性を強調したい場合

(b) サステナビリティ関連のリスクと機会が、他のサステナビリティ関連リスクと機会を生じさ

せる場合

Ⅰ



（注）青字の部分は、TCFD提言で推奨される開示内容と整合的な部分を指す
（出所）IFRS財団「Climate-related Disclosure Prototype」（2021年11月3日公表）より金融庁作成

気候関連開示プロトタイプ①（ガバナンス）

 「ガバナンス」では、気候関連リスクと機会の監視体制や経営者の役割に関する開示を要求している

目的

スコープ（物理的及び移行リス
クと機会）

ガバナンス

戦略

リスク管理

指標と目標

適用日（未定、早期適用可）

〔付録A〕 定義

〔付録B〕 業種別指標

- 7 -

プロトタイプの構成 「ガバナンス」の主な開示要件

 気候関連のリスクと機会を監督する監視機関と経営者の役割の説明（以下を含む）

• 気候関連のリスクと機会に責任を持つ取締役会又は個人の経歴

• 気候関連のリスクと機会に対する取締役会の責任が、付託事項（Terms of

Reference）、取締役会の責務、その他関連する方針にどう反映されているか

• 気候関連のリスクと機会に対応するために整備された戦略を監督するために、企
業が適切なスキルと能力を適用および維持する方法

• 取締役会及び委員会（監査、リスク、又はその他の委員会）に気候関連の課題や
リスク・機会について通知するプロセスと頻度

• 取締役会及び/又は委員会が、企業の戦略、主要な取引に関する決定、及びリス
ク管理方針を監督する際に、トレードオフの評価や不確実性に関する感度分析を
含め、気候関連のリスクと機会をどう考慮するか

• 取締役会が気候関連の目標を設定し、それらに対する進捗状況を監視する方法
（関連する業績指標が報酬方針に組み込まれているかどうか、どのように組み込
まれているかなど）

• 気候関連のリスクと機会の評価と管理における経営陣の役割、及び当該役割にお
いて取締役会が経営陣をどう監督しているかの説明

Ⅰ



（注）青字の部分は、TCFD提言で推奨される開示内容と整合的な部分を指す
（出所）IFRS財団「Climate-related Disclosure Prototype」（2021年11月3日公表）より金融庁作成

気候関連開示プロトタイプ②（戦略）

 「戦略」では、気候関連のリスクと機会を識別し、それらがビジネスモデルや戦略等に与える影響、戦略のレ
ジリエンスに関する分析（シナリオ分析）について開示を要求している
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「戦略」の主な開示要件

 気候関連のリスクと機会に対応するための戦略を理解するための情報（以下を含む）

• 短期、中期、長期のビジネスモデル、戦略、およびキャッシュフローに影響を与えると合理的に
予想される気候関連のリスクと機会の説明
 リスクと機会を識別するプロセス
 リスク又は機会の説明、及び企業に重大な財務的影響を与える可能性のある期間
 短期、中期、長期の定義、及び当該定義が企業の戦略計画や資本配分の計画との関連
 識別されたリスクが物理的リスクか移行リスクか

• 気候関連のリスクと機会がビジネスモデルに与える影響
 識別された各リスクと機会がバリューチェーンに与える実際及び潜在的な影響の説明
 バリューチェーンのうち気候関連のリスクと機会が集中している場所

• 気候関連のリスクと機会が経営戦略と意思決定（移行計画を含む）に与える影響
 リスクと機会にどう対応しているか（目標達成の計画、リソース、新技術の採用など）
 上記２つの進捗状況に関する定性的・定量的な情報
 当該リスクと機会が財務計画（投資や資金調達）の意思決定においてどう考慮されているか

• 気候関連のリスクと機会が企業の財政状態や業績、キャッシュフローに与える影響、及び短期、
中期、長期にわたる潜在的な影響

 当期の財務実績や財政状態、キャッシュフローへの実際の影響、及び短期、中期、長期に
わたる推定影響

 リスクと機会に対応するための戦略に沿って、財政状態・財務実績がどのように変化すると
予想するか（資本配分計画や戦略実施のための資金調達源への反映）

 リスクと機会が、財務諸表上の不確実性の見積りに関する判断に与える影響への評価
• 気候関連リスクに対する戦略のレジリエンスの分析に関する開示

 分析がどのように行われたか（複数シナリオ使用の有無、使用されたシナリオが戦略のレジ
リエンスの評価とどう関連しているか等）

 分析の結果（資産や投資の再配分、低炭素代替への投資等）

目的

スコープ（物理的及び移行リス
クと機会）

ガバナンス

戦略

リスク管理

指標と目標

適用日（未定、早期適用可）

〔付録A〕 定義

〔付録B〕 業種別指標

プロトタイプの構成
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（注）青字の部分は、TCFD提言で推奨される開示内容と整合的な部分を指す
（出所）IFRS財団「Climate-related Disclosure Prototype」（2021年11月3日公表）より金融庁作成

気候関連開示プロトタイプ③（リスク管理）

 「リスク管理」では、気候関連リスクがどのように識別、評価、管理、及び軽減されているかについて開示を
要求している
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「リスク管理」の主な開示要件

気候関連のリスクがどのように識別、評価、管理、及び軽減されたかに関する情報
（以下を含む）

• 当該リスクを識別するプロセス

• 当該リスクの重要性を評価するプロセス
当該リスクの発生可能性と影響の決定方法（使用された定量的・定性的な閾
値）

リスク評価ツールの使用を含め、気候関連リスクが他のリスクと比べてどう
優先付けされているか

主要なインプットパラメータ（データソース、カバーされる業務の範囲、仮定の
粒度のレベル等を例示）

前期と比べプロセスをどう変更したか

• 識別した重要な各リスクについて、当該リスクが監視、管理、軽減される方法

• 当該リスクの識別、評価、管理プロセスが企業の総合的リスク管理にどの程度
統合されているか

目的

スコープ（物理的及び移行リス
クと機会）

ガバナンス

戦略

リスク管理

指標と目標

適用日（未定、早期適用可）

〔付録A〕 定義

〔付録B〕 業種別指標

プロトタイプの構成
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（注）青字の部分は、TCFD提言で推奨される開示内容と整合的な部分を指す
（出所）IFRS財団「Climate-related Disclosure Prototype」（2021年11月3日公表）より金融庁作成

気候関連開示プロトタイプ④（指標と目標）

 「指標と目標」では、業種横断的な資料、業種別指標、気候関連リスクの軽減・適応・機会の最大化のため
に経営者が設定した目標及び実績評価の開示が要求されている
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「指標と目標」の主な開示要件

 重大な気候関連リスクと機会の管理に関する企業の実績を理解するための情報（以下を含む）

• 業種横断指標
 温室効果ガス（GHG）排出量

 GHGプロトコルに基づく、Scope 1、2、3の総量と排出原単位
 Scope 3に関しては、開示された指標に含まれる活動の説明を行う

 移行リスク
 移行リスクの影響を受けやすい資産又は事業活動の額及び割合

 物理リスク
 物理リスクの影響を受けやすい資産又は事業活動の額及び割合

 気候関連の機会
 気候関連の機会に関する収益、資産、その他の事業活動の額又は割合

 資本配置
 気候関連のリスクと機会に対し配置された資本的支出、資金調達又は投資の額

 インターナルカーボンプライシング
 組織がカーボンプライシングを意思決定にどう利用しているかも含め、内部で使用する

GHG排出量1トン当たりの価格
 報酬

 経営幹部の報酬のうち、気候関連の考慮が影響を与える部分の割合

• 業種別指標（次ページ参照）

• 気候関連リスクの軽減、当該リスクへの適応、又は気候関連の機会の最大化のために経営者が設
定した目標（目標設定の目的、科学的根拠に基づいたものか、第三者の評価を受けているか等）

• 目標への達成状況を測定するため、取締役会や経営者が利用しているその他業績評価指標（KPI）

目的

スコープ（物理的及び移行リス
クと機会）

ガバナンス

戦略

リスク管理

指標と目標

適用日（未定、早期適用可）

〔付録A〕 定義

〔付録B〕 業種別指標

プロトタイプの構成

ISSBの検討事項
• 業種横断指標に関する技術的プロトコルの策定
• 業種横断指標と業種別指標との関係性に関するガイダンスの策定
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（出所）IFRS財団「Climate-related Disclosure Prototype」（2021年11月3日公表）より金融庁作成

気候関連開示プロトタイプ⑤（業種別指標）

 「業種別指標」では、68の業種ごとの活動に応じて、気候関連リスクと機会に関連する開示トピック、指標、
測定単位が記載されている

 企業は、自らのビジネスモデルが関連する業種の活動について、指標の開示が求められる

- 11 -

「業種別指標」の例（消費財業種）

目的

スコープ（物理的及び移行リス
クと機会）

ガバナンス

戦略

リスク管理

指標と目標

適用日（未定、早期適用可）

〔付録A〕 定義

〔付録B〕 業種別指標

プロトタイプの構成

ISSBの

検討事
項

• 企業のビジネスモデルが広範な場合の、適切な業種選択に関する包
括的ガイダンスの策定

• 以下の課題の解決策
 業種別開示のグローバルな適用可能性
 特定の業種間での開示内容の重複
 金融に係るGHG排出量及びポートフォリオアラインメント

開示トピック業種 指標
測定
単位

Ⅰ
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ラリー・フィンク（ブラックロック・インクCEO） 2022 letter to CEOs: 資本主義の力

資本主義とサステナビリティ
今日、株主から従業員、顧客、地域社会、規制当局に至るまで、ほぼ全てのステークホルダーが、世界経済
の脱炭素化において企業が果たす役割に期待しています。そして、これから何年もかけて続くグローバルなエ
ネルギー・トランジションにいかに効果的に対応していくか、ということ以上に、投資家による資本配分の意思決
定、ひいては貴社の長期的な価値に大きな影響を及ぼすものはほとんど存在しないと申し上げても過言ではな
いでしょう。

私が気候リスクは投資リスクであると指摘したのは2年前のことです。このわずか2年の間に、地殻変動的な
資本の再配分が進んでいます。サステナブル投資は4兆米ドルに達しています。脱炭素化に向けた行動や意欲

的な目標も広がりを見せています。こうした動きはまだ始まったばかりで、サステナブル投資に向かう地殻変動
的な資本の再配分は加速し続けています。エネルギー分野の技術革新に注力する新たなベンチャーへの資本
投下、伝統的な指数からよりカスタマイズされたポートフォリオや商品への資本の移動などを含め、資金の動き
が一段と活発化することが予想されます。

弊社がサステナビリティを重視するのは、環境保護主義者だからではなく、資本主義者であり、弊社のお客様
の受託者であるためです。それには、経済に起きているすさまじい変化に対し、企業が事業をどのように順応さ
せているかを理解する必要があります。このサステナビリティを重視するアプローチの一環として、弊社は企業
に対して短期、中期および長期的な温室効果ガス削減目標を設定することを求めています。このような目標と
達成に向けた充実した計画が、貴社の株主の長期的な経済的利益にとって決定的に重要となります。弊社が
貴社にTCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）に準拠した情報開示を要請する理由もこの点にありま
す。弊社は、この種の情報開示が企業の将来への適応力を把握する上で必要になると考えます。

Ⅰ



目次

I. サステナビリティ開示全般・気候変動に関する開示

II. 人的資本・多様性等に関する開示

III. 国際的な非財務情報開示の枠組みにおける人的資本・多様性
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（出所）一般社団法人生命保険協会「生命保険会社の資産運用を通じた『株式市場の活性化』と『持続可能な社会の実現』に向けた取組について」（2021年４月公表）、内閣官房「非財務情報可視化研究会（第１回）」資料３
より金融庁作成。

投資家が着目する情報①

 投資家に対するアンケート調査によると、中長期的な投資・財務戦略において投資家が着目する情報として
は、人材投資の割合が67.3%と高く、66.3%のIT投資（デジタル化）、63.4%の研究開発費が続く

機関投資家が着目する情報

67.3% 66.3%
63.4%

26.7%

19.8% 19.8%
17.8%

3.0 %
0.0 %
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そ
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他

回答者の割合

（注）「日本企業の中長期的な投資・財務戦略において、重視すべきだと考えるものをお答え下さい。（３つまで選択可）という設問の回答を集計。回答数は101
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（出所）独立行政法人労働政策研究・研究機構「企業の人的資産情報の『見える化』に関する研究」（2018年12月）。内閣官房「非財務情報可視化研究会（第１回）」資料３より金融庁作成

投資家が着目する情報②

 別の調査では、機関投資家が人材育成・活用関連情報に着目する理由として、企業の将来性への期待や
優秀人材の確保を重視していることが挙げられている

機関投資家が人材育成・活用関連情報に着目する理由
（複数回答）

9.6%

14.8%

27.8%

27.8%

36.5%

47.8%

58.3%

0 10 20 30 40 50 60

政府政策として推進されているから

従業員の職業能力開発意識が高まるから

顧客、取引先、消費者からの評価が高いから

従業員の定着促進が期待できるから

従業員の意欲が高まるから

優秀な人材を確保することができるから

企業の将来性が期待できるから

（％）

（注）投資を行う際に人材関連情報考慮している機関投資家を対象とした「『人材育成・教育訓練、人材活用等に関する情報』を重視する理由はなんですか。あてはまるものをすべて選んでください。」
（複数回答可）という設問の回答を集計。回答数は115
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（出所）非財務情報可視化研究会（第１回）配付資料（株式会社ディスクロージャー＆IR総合研究所「統合報告書分析レポート 人的資本に関する開示状況」（2021年11月）を基に作成）

日本企業の人的資本情報の開示①

 日経225銘柄の統合報告書における人的資本の開示では、女性管理職比率を開示する企業の割合が
83.1%と高い。他方、研修体系、従業員満足度調査、経営人材の育成の開示する企業の割合は高くない

統合報告書における人的資本に関する開示状況
開示企業の割合

83.1%

33.8% 33.1%
28.7%

14.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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（注）日経225銘柄のうち、2021年9月末までに統合報告書を発行した企業136社を対象に統合報告書における人的資本に関する記載状況を調査。
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（出所）非財務情報可視化研究会（第１回）配付資料（株式会社ディスクロージャー＆IR総合研究所「統合報告書分析レポート 価値創造プロセス図における資本の定量化 財務・人的資本」（2021年11月）を基に作成）

日本企業の人的資本情報の開示②

 統合報告書のうち、価値創造プロセスを示す開示コンテンツに限ると、定量的なデータとして従業員数を示
す割合が48.6%と最も高く、18.9%の資格取得者数等、12.2%の従業員の海外比率が続く

価値創造プロセスにおける人的資本の定量的な説明
企業の割合

48.6%

18.9%

12.2%
9.5%

8.1%
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（注）日経225銘柄のうち、2021年9月末までに統合報告書を発行し、価値創造プロセスという名称のコンテンツを展開している企業74社を対象にした調査。「資格取得者等」にはデジタル人材数など事業上必要な質の確保を
訴求している事例を含む。「離職率等」は、勤続年数や離職率、従業員エンゲージメント指数など従業員のモチベーションに関わる指標を抽出している。
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（出所）東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況」より金融庁作成

コーポレートガバナンス・コードを踏まえた対応状況①（企業の中核人材の多様性の確保）

新設された原則
概要

コンプライ率（2021年12月末時点）

市場第一部 市場第二部
JASDAQ

スタンダード

補充原則
2-4①

• 女性・外国人・中途採用者の中核人材への登用等の多
様性の確保の考え方、目標、状況を公表すべき

• 多様性の確保に向けた人材育成方針・社内環境整備方
針をその実施状況とあわせて公表すべき

66.8% 46.2% 37.9%

エクスプレイン

11社

86社

22社 21社

女性 外国人 中途採用

実施状況

【補充原則2-4①の対応状況（TOPIX100）】

中核人材における測定可能な目標の設定の状況

Ⅱ
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（出所）東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況」より金融庁作成

コーポレートガバナンス・コードを踏まえた対応状況②（サステナビリティを巡る課題への取組み）

エクスプレイン6社
75社

48社
38社

23社
8社

2社

【補充原則3-1③の対応状況（TOPIX100）】

サステナビリティの取組み、人的投資・知的財産投資に係る参照先実施状況

新設された原則
概要

コンプライ率（2021年12月末時点）

市場第一部 市場第二部
JASDAQ

スタンダード

補充原則
2-3①

（2020年8月比）

• 取締役会は、サステナビリティ課題への対応はリスクの減少のみならず
収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識し、積極的・能動的
に取り組むよう検討を深めるべき

93.9%

（-6.0pt）

94.3%

（-5.7pt）
92.4%

補充原則
3-1③
【新設】

• 経営戦略の開示にあたって、自社のサステナビリティについての取組み
を適切に開示、人的資本や知的財産への投資等について、分かりやす
く具体的に情報を開示・提供すべき

66.2% 58.3% 56.2%

補充原則
4-2②
【新設】

• 取締役会は自社のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方
針を策定すべき

• 人的資本・知的財産への投資等をはじめとする経営資源の配分、事業
ポートフォリオに関する戦略の実効が、企業の持続的な成長に資するよ
う、実効的に監督すべき

78.8% 64.8% 58.9%

Ⅱ
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（注1）上記は日本基準の場合。国際会計基準（IFRS）任意適用企業は、IFRSの規定に基づき、従業員給付費用などを含めた分類に基づく開示が求められている（従業員給付費用には、給与、賞与、有給休暇、退職金、
年金等を含む）
（注2）販管費を一括掲記する場合、主要な費目として販管費の10％を超える費目を注記する必要がある

有価証券報告書における人的資本に関する開示

 販売費及び一般管理費（連結・単体）のうち、人件費（適当な費目として
認められる場合。ただし、販管費を一括して掲記し、その主要な費目を注
記する方式も認められており、主要な費目として人件費が注記される場
合もある（注2））

 「製造原価明細書」（単体）の労務費（ただし、連結財務諸表において、
セグメント情報を注記している場合には、「製造原価明細書」の開示を
免除）

財
務
諸
表
（
注
1
）

 提出会社（単体）の従業員数、平均年齢、平均勤続年数、平均年間給
与（賞与を含む）

従
業
員
の
状
況

現
状
の
制
度

有価証券報告書

第一部 企業情報

 第1 企業の概要

 第2 事業の状況

 第3 設備の状況

 第4 提出会社の状況

 第5 経理の状況

 第6 提出会社の株式事務
の概要

 第7 提出会社の参考情報

経
営
方
針
等

※ 経営方針の中で、人的資本に関する考え方や取組みに言及している
企業がある

有価証券報告書で開示される人的資本に関する情報
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非財務報告指令（NFRD）

対象
• EU域内で株式や債券を発行する、大規模な公益性を有する企業。従業員500名以上の上場企

業、銀行（非上場を含む）、保険会社等

開示媒体 • 原則マネジメントレポート （別にレポートで公表し、その旨をマネジメントレポートに記載することも可）

開示内容
• 事業の経過、経営成績、期末の財政状態、事業活動の影響の理解に必要な範囲で、

環境保護、社会的責任と従業員の処遇、人権の尊重、腐敗防止・贈収賄防止に関する方針、主
要なリスク、非財務KPIなど（方針を持たない場合は要説明（Comply or Explain))

同指令に基づいて策定された非財務情報ガイドライン（Guidelines on non-financial information）で、下記のとお
り、開示する際に考慮することが期待されるテーマ別のリストを具体化（法的拘束力はない）

環境保護
• 汚染防止・管理、エネルギーの使用による環境影響、直接及び間接の大気への排出物、自然資源の

使用と保全及び関連する生物多様性の保全など

社会的責任・
従業員

• ILO基本条約の実施、多様性問題（ジェンダーや雇用と職業の均等待遇等）、雇用問題（従業員への
相談プロセス、雇用と労働条件等）、人材マネジメント、職場の衛生と安全など

人権の尊重
• 人権尊重に係るコミットメントの表明の実施、人権デューデリジェンス、プロセスや実施した人権侵害

防止策に係る重要な開示（例えば、サプライチェーン上の事業契約での人権問題への取組み方法）
など

腐敗・贈収賄防止 • 腐敗・贈収賄防止やマネジメント方法、対策に係る体制など

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

- 21 -
（出所）各種ホームページ等より金融庁作成

人的資本開示の動向（EU 非財務報告指令（NFRD））

 EUでは、2014年に公表された非財務報告指令（NFRD）により、人的資本を含む非財務情報に関する開示がcomply or explain

ベースで義務付け。その後策定されたガイドライン（2017年）では、大規模企業に開示することが期待されるサステナビリティに
関する項目を例示
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（出所）オムロン株式会社有価証券報告書（2021年3月期） P19-20

人的資本への投資に関する開示例①

有
価
証
券
報
告
書
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（出所）株式会社中国銀行 有価証券報告書（2021年3月期） P35

人的資本への投資に関する開示例②

⑦経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等の達成・進捗状況

当行では、「第２ 事業の状況 １ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (5)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な

経営指標」に記載のとおり、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標を定めています。

2020年４月よりスタートさせました中期経営計画『未来共創プラン ステージⅡ』（期間：３年間 2020年４月～2023年３月）においては、

前中期経営計画での構造改革（戦略投資及びBPRによる効率化・営業力強化）の成果をもとに、外部環境の変化に迅速に対応するとともに、

地域社会とともに発展する「当行独自のビジネスモデル」の実現に向け、組織力と人財育成を強化していきます。

中期経営計画における指標の当事業年度における達成・進捗状況につきましては、下記のとおりです。

中期経営計画１年目の2020年度は、各施策の取組みを通じて、着実に実績を積み上げることが出来ました。引き続き、ＫＰＩ達成を通じて、

長期的な域内（東瀬戸内経済圏※１）人口とＧＤＰの向上を目指します。

※１：東瀬戸内経済圏・・・岡山県、香川県、広島県東部（備後地域）、兵庫県西部（播磨地域）

※２：創業支援先数・・・当行が開催する創業支援イベント等により、創業した先数

※３：事業承継支援先数・・・事業承継コンサルティングサービス受託先数

※４：金融リテラシー向上等に資する活動・・・金融リテラシー、ビジネススキル等の向上に資する各種イベント・勉強会等の開催件数

※５：お客さま満足度・・・お客さまアンケート「満足・やや満足」の合計（法人・個人アンケートを隔年で実施）

※６：人件費支払前コア業務純益における労働分配率・・・人件費÷（コア業務純益＋人件費）

【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ※ 一部抜粋

株式会社中国銀行 有価証券報告書（2021年3月期） P35 

有
価
証
券
報
告
書
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（出所）有価証券報告書の開示事例を基に金融庁作成

有価証券報告書における労働環境整備の開示（イメージ）

当社は、企業の社会的責任を果たすため、自己評価や監査等を通じて、当社サプライ

チェーンの課題把握と改善に取り組んでおります。

当社サプライチェーンにおいて、環境、労働安全衛生に係る問題、労働災害の発生、児

童労働、強制労働や外国人労働者への差別等の人権に係る問題等が生じた場合、当社

の社会的な信用が低下し、顧客からの取引停止等により、業績に大きな影響を及ぼす可

能性があります。 また、関連する法規制の強化による対応費用が発生したり、顧客要求

に適応できず一部事業からの撤退を余儀なくされたりするなどにより、業績に大きな影響

を及ぼす可能性があります。

そのため、当社は、定期的にセルフチェックとアセスメントを実施するとともに、第三者認

証による○○監査を拠点毎に頻度を決めて実施しています。特に児童労働防止への取組

みとして、リスクが高いと考えられる拠点と委託先に対し、追加のセルフアセスメントを行っ

ています。また、○○室が、強制労働抑止につながる労働時間管理の徹底を推進してい

ます。

労働環境整備に関する開示例Ⅱ
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（出所）US SEC承認命令 (Release No. 34-92590; File Nos. SR-NASDAQ-2020-081; SR-NASDAQ-2020-082)（2021年8月6日）、UK FCA Consultation Paper” Diversity and inclusion on company boards and 

executive committees”（2021年7月28日）、各種レポート等

多様性確保の開示に関する動向①（米英の上場規則案）

 米国、英国の上場規則において、企業の多様性確保に向けた動きがみられる

対象
企業

開示
要件

開示
媒体

適用
時期

 ナスダック証券取引所上場企業

概要
 2020年12月1日、米ナスダック証券取引所は、上場企業に対し
取締役会の多様性確保に関する上場規則案を証券取引委員会
（SEC）に提出。2021 年8月6日、SECが承認

 2021年7月28日、英金融行為規制機構（FCA）は、上場企業の
取締役会に多様性を確保を促す上場規則の改訂案を公表、市
中協議を実施（コメント期限2021年10月20日）

 取締役のうち少なくとも2名が多様性を有しているかどうか
Comply or Explain ベースでの開示を要求
 具体的には、女性と自認する取締役1名以上、及び、人種的
少数派又はLGBTQ+と自認する取締役1名以上の配置を求
め、配置しない場合はその理由を説明
（※）外国発行体、小規模企業、及び取締役が5名以下の企業

は要件の緩和あり
 取締役が自発的に自己申告した性別や人種、LGBTQ+の状況
に関する情報の年次集計及びマトリックスでの開示 等

 委任状説明書または情報説明書（企業が委任状説明書を提出し
ない場合は、年次報告書）または自社ウェブサイト

 多様性を有する取締役の配置、又は配置しない理由の説明
 1名の多様性を有する取締役の配置：2023年8月7日
 2名の多様性を有する取締役の配置：2025年8月6日（一部の
市場区分については2026年8月6日）

 取締役会の多様性を示したマトリックスの開示：2022年8月

 以下の目標を達成しているかどうかComply or Explainベース
での開示を要求することを提案
 取締役の40%以上が女性であること（自認を含む）
 取締役会の上級役員（会長、最高経営責任者（CEO）、最高
財務責任者（CFO）、上級独立取締役）のうち少なくとも1名が
女性であること（自認を含む）

 取締役の少なくとも1名が非白人のエスニック・マイノリティー
（人種的少数派）であること

 取締役会の上級役員の構成に関して性別・人種別に表での開
示要求を提案

 ロンドン証券取引所プレミアム市場及びスタンダード市場
の上場企業

 年次報告書

 2022年1月1日以降開始する会計年度より適用開始予定

Ⅱ
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多様性確保の開示に関する動向②（国内の政府の方針）

 「女性活躍の推進」等に関する政府の方針

• 企業における女性の活躍に関し、投資判断に有効な企業情報の開示を促進するため、有価証券報告書等

において企業の判断で行う情報開示の好事例を収集し、周知する。また、企業のガバナンスにおけるジェン

ダー平等の確保の重要性に鑑み、有価証券報告書等における開示の在り方を含め、コーポレートガバナン

スの改善に向けてジェンダーの視点も踏まえた検討を行う。

• 企業における男性社員の育児休業等取得促進のための事業主へのインセンティブ付与や、取得状況の情

報開示（「見える化」）を推進する。

第５次男女共同参画基本計画（2020年12月25日閣議決定）抜粋

• 妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知を行うほか、有価証券報告書などの企業公表文書等へ

の育児休業取得率の記載を促すなど、事業主が男性の育児休業取得を促す取組を行うことを促進する仕

組みの導入について検討する。

少子化社会対策大綱（2020年5月29日閣議決定）抜粋

Ⅱ



（出所）厚生労働省作成資料を元に金融庁作成

金融商品取引法に基づく有価証券報告書と女性活躍推進法に基づく情報公表①
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根拠法

記載・公表項
目を規定して
いる法令

審議機関

男女の賃金の
差異

所管大臣への
届出義務

所管大臣によ
る公開

金融商品取引法

有価証券報告書（金融商品取引法）

内閣府令

金融審議会
・投資家、企業、学識経験者の専門家で構成
・労使はオブザーバー

・平成11年までは大蔵省令（当時）により開示義務あり
・平成12年から開示を要しなくなった
（参考）自発的に開示している企業もある

・内閣総理大臣（財務局）への有価証券報告書の提出義務
あり
・EDINET（金融庁電子開示システム）を通じた電子的提出
により提出

・内閣総理大臣は、有価証券報告書を公衆の縦覧に供する義
務あり
・EDINETで一般公開している

女性活躍推進法に基づく情報公表

女性活躍推進法

厚生労働省令
（注）法律に芽出し（省令事項の概要）あり

労働政策審議会
・学識経験者と労使の三者構成

情報公表項目の選択項目に含まれていない

・厚生労働大臣（労働局）への届出義務なし
自社ホームページでの公開で足りる

・女性活躍推進企業データベースを整備し、企業に利用を勧奨
しているが、企業に利用義務はない
（現状は、301人以上企業1.7万社のうち約６割の利用に留まる）

Ⅱ



（出所）厚生労働省作成資料を元に金融庁作成

金融商品取引法に基づく有価証券報告書と女性活躍推進法に基づく情報公表②
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対象企業

虚偽記載・不
公表に対する

罰則

情報公表の
時期

公表期間

上場企業約3800社と
過去に有価証券の募集を行った非上場企業

有価証券報告書（金融商品取引法）

あり

事業年度経過後、3か月以内

5年間（公衆縦覧期間）

女性活躍推進法に基づく情報公表

①301人以上企業
（2項目の開示義務あり）

なし

規定なし（概ね1年に1回以上とのみ規定）

約1年間

1.7万社

②101-300人企業
（2022.4.1から１項目の開示義務あり）

③100人以下企業
（2022.4.1以降も努力義務）

（注）女性活躍推進企業データベースは、①～③のいずれの
カテゴリーの企業でも利用し得る

3.1万社

400万社弱

Ⅱ
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［参考］中途採用比率の公表（労働施策総合推進法）

 常時雇用する労働者数が301人以上の企業において、正規雇用労働者の中途採用比率の公表を義務化

最近の3事業年度の各年度

おおむね年に1回、インターネットの利用やその他の方法にて、求職者が容易に確認
できる形で公表

採用した正規雇用労働者の中途採用比率公表内容

 労働者の主体的なキャリア形成による職業生活のさらなる充実や再チャレンジが可能となるよう、中途
採用に関する環境整備を推進することを目的

常時雇用する労働者が301人以上の企業対象企業

対象年度

公表頻度・
公表の方法

（※1）労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和41年法律第132号）及び
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則（昭和41年労働省令第23号）

（※2）「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態を問わず①期間の定めなく雇用されている者、②過去1年以上の期間について引き続き雇
用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者、のいずれかを満たす労働者を指す

（※3）「直近の3事業年度」とは、事業年度における正規雇用労働者の採用活動が終了し、正規雇用による中途採用者の状況を
「見える化」することができる状態となった最新の事業年度を含めた3事業年度を指す

（※4）「中途採用」とは「新規学卒等採用者以外」の雇入れを指す

Ⅱ
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（出所）日本取引所グループ「ESG情報開示枠組みの紹介（SASBスタンダード）」、世界経済フォーラムホワイトペーパー（2020年9月）、日本公認会計士協会「EUにおけるCorporate Sustainability Reporting Directive 提
案についての概要（2021年6月18日公表）」より金融庁作成

多様なサステナビリティ項目

 様々なサステナビリティに関する情報が存在し、開示の枠組みによって推奨される開示も異なる

項目 テーマ コアな指標

ガバナ
ンス

企業の目的 • 企業の目的

統治機関の質 • 統治機関の構成

利害関係者との
対話

• 利害関係者に影響を与える
重要な事項

倫理的行動
• 不正防止
• 通報者の保護

リスクと機会
• ビジネスプロセスへのリスク

と機会の統合

地球
環境
（プラ
ネット）

気候変動
• 温室効果ガスの排出量
• TCFD提言の履行

自然の損失 • 土地の利用と環境への影響

水資源の不足
• 水の利用および水の枯渇リ

スクにさらされている地域の
対応

従業員
（人）

不平等の排除

• 多様性の尊重
• 平等な報酬の支払い
• 賃金水準
• 児童の取り扱いや不当な労

働のリスク

健康と安全 • 健康および安全

将来へのスキル • 研修の提供

持続的
成長
（繁栄）

雇用と富の創造
• 雇用者と退職者の状況
• 経済への貢献
• 財務的投資への貢献

より良い製品及
びサービスに向
けたイノベーショ
ン

• 研究開発に関する支出

コミュニティ／
社会の活力

• 税金の支払い

SASB 世界経済フォーラム（WEF） 欧州委員会・CSRD

局面 課題カテゴリー

環境

• 温室効果ガス排出

• 大気の質

• エネルギー管理

• 取水・排水管理

• 廃棄物・有害物質管理

• 生態系への影響

社会資本

• 人権・コミュニティとの関係

• 顧客プライバシー

• データセキュリティ

• アクセス・入手可能な価格

• 品質・製品安全

• 顧客利益

• 販売慣行・表示

人的資本
• 労働慣行

• 労働の安全と衛生

• 従業員エンゲージメント・多様性・包摂

ビジネスモ
デルとイノ
ベーション

• 製品デザイン・ライフサイクル管理

• ビジネスモデルの強靭性

• サプライチェーンマネジメント

• 原材料調達・効率性

• 気候変動の物理的影響

リーダー
シップと
ガバナンス

• ビジネス倫理

• 競争行為

• 法規制環境の管理

• 重大事故のリスク管理

• システミックリスクの管理

項目 開示すべき情報

環境

• 気候変動の緩和

• 気候変動への適応

• 水資源・海洋資源

• 資源利用と循環型経済

• 汚染

• 生物多様性と生態系

社会

• 平等な機会（同一労働同一賃金等）

• 労働条件(ワークライフバランス等)

• 人権の尊重

ガバナンス

• マネジメント層の役割

• 企業倫理・企業文化

• ロビー活動等の政治的関与

• 取引先との関係

• 内部統制及びリスク管理

Ⅱ
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（出所）SASBウェブサイト（2020年3月）から、三菱UFJリサーチ&コンサルティング和訳作成

SASBマテリアリティマップ

 SASBは、産業別のマテリアリティマップを示している

Ⅱ
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（出所）外務省「『ビジネスと人権』に関する行動計画の概要」

人権に関する取組①（「ビジネスと人権」に関する行動計画）

「ビジネスと人権」に関する行動計画（概要）

行動計画ができるまで
１ 「ビジネスと人権」に関する国際的な要請の高まりと行動計画の必要
性
• 「OECD多国籍企業行動指針」や「ILO多国籍企業宣言」の策定、国連グロー

バル・コンパクトの提唱といった中、国連は「ビジネスと人権に関する指導原則」
を支持。G7・G20の首脳宣言でも行動計画に言及。

• 投資家等の求めもあり、企業も人権尊重への対応が必要。企業自らが、人権
に関するリスクを特定し、対策を講じる必要。

• 日本ではこれまで人権の保護に資する様々な立法措置・施策を実施し、企業
はこれに対応。

• 「ビジネスと人権」に関する社会的要請の高まりを踏まえ、一層の取組が必要と
の観点から、政府として行動計画を策定。

• 新型コロナウイルス感染症の文脈においても、行動計画を着実に実施していく
必要。

２ 行動計画の位置付け
• 「指導原則」、「OECD多国籍企業行動指針」、「ILO多国籍企業宣言」等を踏まえ
作成。

• SDGsの実現に向けた取組の一つとして位置付け。

３ 行動計画の策定及び実施を通じ目指すもの
• 国際社会を含む社会全体の人権の保護・促進
• 「ビジネスと人権」関連政策に係る一貫性の確保
• 日本企業の国際的な競争力及び持続可能性の確保・向上
• SDGｓの達成への貢献

４ 行動計画の策定プロセス
現状把握調査を含め、経済界、労働界、市民社会等との意見交換会を実施。令和
２年２月に原案を作成し、パブリックコメントを実施。

行動計画
１ 基本的な考え方
(1)政府、政府関連機関及び地方公共団体等の「ビジネスと人権」に
関する理解促進と意識向上

(2)企業の「ビジネスと人権」に関する理解促進と意識向上
(3)社会全体の人権に関する理解促進と意識向上
(4)サプライチェーンにおける人権尊重を促進する仕組みの整備
(5)経済メカニズムの整備及び改善

２ 分野別行動計画

政府から企業への期待
政府は、その規模、業種等にかかわらず、日本企業が、国際的に認められ
た人権等を尊重し、「指導原則」やその他関連する国際的なスタンダードを
踏まえ、人権デュー・デリジェンスのプロセス（※）を導入することを期待。
（※ 企業活動における人権への影響の特定、予防・軽減、対処、情報共有
を行うこと。）

行動計画の実施・見直しに関する枠組み
行動計画期間は５年、毎年、関係府省庁連絡会議において実施状
況を確認。ステークホルダーとの対話の機会を設け、その概要を公表。
公表３年後に中間レビュー、５年後に改定。

第1章 第2章

第3章

第4章
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現代奴隷法に基づく開示に係るガイドライン（Transparency in Supply Chains etc. A practical guide 2017、英国内務省）、サプライチェーンの透明性に関する意見聴取に対する政府回答（Transparency in supply chains 

consultation Government response、2020年9月22日付け、英国内務省）及び2021年1月12日付け英国政府プレスリリースに基づき金融庁作成
（出所） Tesco Annual Report 2021、Deloitte “Annual report insights 2019 Surveying FTSE reporting” P17

人権に関する取組②（英国の現代奴隷法）

目的：現代奴隷制が国内外で問題になっていることや奴隷制に係る国際的・EU地域の取決め等を踏まえ、現代奴隷に対処す
ることで、違反者が確実に罰を受け、また被害者の支援・保護を向上させるために策定

対象企業
 イギリスにおいて商品またはサービスを提供
 年間総売上げ3600万ポンド超

推奨される
開示内容

 組織の構造、事業及びサプライチェーン
 奴隷制度及び人身売買に関する方針
 デューディリジェンス

 事業およびサプライチェーンのうち、奴隷制及び人身売買のリス
クがある部分並びにリスクを評価・管理するために取られた措置

 その事業又はサプライチェーンにおいて奴隷制及び人身売買が
行われないことを確保することの有効性（適切と認めるパフォー
マンス指標に照らして測定）

 従業員が受けられる研修内容

開示の方法
 会計年度毎に、ウェブサイト等において公表
⇒ 不遵守には強制執行命令を経て最終的に罰則が課される余地
あり

Deloitte社の調査によれば、2019年の段階
で、FTSE上場企業100社のうち19社が年
次報告書に現代奴隷法に基づく開示内容
の全部又は一部を掲載し、56社が外部媒
体との相互参照情報を記載している。

年次報告書での言及例： Tesco plc 

（2021年2月期年次報告書）

今後検討される改正の内容

 開示項目を見直すととも
に、推奨から義務化へ

 報告の場として政府が管
理するポータルを導入

 報告時期の統一
 取締役会等による承認日

や取締役等の署名日、グ
ループ内の報告対象企
業名の明記

 不遵守に対する直接の罰
則の導入

 商業組織に加えて、公共
団体にも開示を義務付け
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（年度）

（社）

（出所）株式会社ディスクロージャー&IR総合研究所「法定開示書類にみるESG Vol.15～人権」（2020年12月23日発行）より金融庁作成

人権に関する開示③（有価証券報告書における「人権」への言及）

 近年、有価証券報告書において「人権」に言及する企業が増加。特に「事業等のリスク」において記載する
企業が増加
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233
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

（社）

2018 2019 2020

経営方針、経営環境及び
対処すべき課題等

43 56 80

事業等のリスク 23 30 78

コーポレート・ガバナンスの状況 72 92 112

有価証券報告書における
「人権」キーワード記載企業数

有価証券報告書における「人権」キーワード
記載箇所の推移
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（出所）内閣府「第１回知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」資料より金融庁作成

知的財産情報に関する開示①（機関投資家の声）

• 英国拠点では、投資運用額の半分程度をいわゆる「ESG投資」に振り向けているのが特徴。その

ESG投資で重視しているのが知的財産の情報だ。

• 知財情報は、企業（が出願し、獲得した知財）のありのままの姿を現している。ESG投資に欠かせ

ないデータとして数年前から利用を始めている。企業が現在、そして将来、どんな方向に向かおう

としているのかを示し、どんな研究開発に力を入れようとしているのかを知ることができる。ESG投

資に欠かせないデータとして数年前から利用を始めている。

• 知財を分析すれば、その会社が各事業のどんな分野で強みをもつか、判断することができる。

海
外
の
機
関
投
資
家
の
声

国
内
の
機
関
投
資
家
の
声

• 投資先企業の環境関連技術に関する特許データに基づき、気候変動によって生じるコスト・利益

の現在価値を算出し、気候変動によって企業価値が将来的にどの程度変化するかを分析。

• 各セクターにおける当該企業の特許の占有率にそのセクターにおけるグリーンレベニューの額及

び利益率を掛けることで、当該企業が気候変動で得られる可能性がある機会を将来にわたっての

利益額として示した。

• 運用会社のアナリストが理解できるくらいの特許情報を企業が開示することが重要。投資家にとっ

ては、特許情報を使わなければならないという切実な状況があり、ニーズはある。
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（出所） OCEAN TOMO, LLC INTANGIBLE ASSET MARKET VALUE STUDY, 2020、経済産業省「2020年版通商白書」から金融庁作成

知的財産情報に関する開示②（市場価値に占める無形資産等）

 米国では、市場価値に占める無形資産の割合が増加している。日本では依然として有形資産への投資の
ウェイトが高い

日米の有形資産投資・無形資産投資（対GDP比）市場価値に占める無形資産の割合（米国・S&P500）

日本 米国
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（出所）株式会社ブシロード 有価証券報告書（2021年6月期） P20

知的財産情報に関する開示③（知的財産に関する開示例）

【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 ※ 一部抜粋
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サイバーセキュリティの開示に関する動向（米国SECの規則改正案公表）

規
則
案
の
内
容

経
緯

 SECは、2011年、サイバーセキュリティリスクとインシデントに関する開示について解釈指針を公表し、2018年には、
2011年指針を強化・拡大。その結果、開示は改善されたが、開示内容の一貫性・比較可能性に課題

 そのため、今般、タイムリーな開示と、リスク管理、戦略及びガバナンスといった定期開示の充実・標準化のための提
案を実施

- 38 -

 米国証券取引委員会（SEC）は、2022年3月9日、企業のサイバーセキュリティに関する開示の強化を図る
ための規則案を公表（コメント期間は最短同年5月9日まで）。今後、更にブローカーやディーラー等の幅広い
主体を含めて、サイバーセキュリティに関するルールの提案が行われる見込み

 重要なサイバーセキュリティインシデントのタイムリーな開示

 重要なインシデントを経験したと判断した後、4営業日以内に情報開示（臨時報告書）を義務付け

 サイバーセキュリティインシデントに関する開示の更新

 年次報告書において、以下の開示を義務付け

① 以前に臨時報告書において開示したインシデントに関する最新情報

② 以前には未開示だった個別には重要でないインシデントが総体として重要となった場合に、経営陣が知る
範囲の情報

 リスク管理、戦略、ガバナンスに関する定期的な開示

 年次報告書において、以下の開示を義務付け

① サイバーセキュリティの脅威によるリスクを特定・管理するためのポリシー及び手続（リスク管理、戦略）

② サイバーセキュリティリスクに対する取締役会の監督、サイバーセキュリティリスクの評価・管理並びにポリ
シー、手続及び戦略の実施における経営者の役割（ガバナンス）

 サイバーセキュリティに係る専門知識に関する開示

 取締役会メンバーのサイバーセキュリティに係る専門知識に関する開示を義務付け

Ⅱ
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（出所）環境省第44回 「中央環境審議会自然環境部会」資料1-6より金融庁作成

その他の環境課題に関する開示（自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD））

• 2019年1月、世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）において、Task force on Nature-related 

Financial Disclosure（自然関連財務情報開示タスクフォース）を着想
• パリ協定、ポスト2020生物多様性枠組、SDGsに沿って、自然を保全・回復する活動に資金の流れを向け直
し、自然と人々が繁栄できるようにすることで、世界経済に回復力をもたらすことを目指す

設置
経緯

タイム
ライン

• 2019年1月：世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）で着想
• 2019年5月：G7 環境大臣会合（フランス）において、タスクフォース立ち上げを呼びかけ
• 2020年7月：グローバル・キャノピー、国連開発計画（UNDP）、国連環境計画金融イニシアチブ（UNEP FI）、

WWFの4機関によりTNFD 非公式作業部会（IWG）の結成を公表
• 2021年1月：マクロン大統領（フランス）による支持
• 2021年6月：共同議長としてロンドン証券取引所グループ（LSEG）のDavid Craig氏とCBD事務局のElizabeth

Maruma Mrema氏の就任を表明し、TNFDのローンチを宣言。組織体制を構築中

～2021年 フェーズ0：準備 上記設置経緯を参照

～2022年 フェーズ1：構築 タスクフォースメンバーのアナウンス、TNFDのフレームワークの構築

2022年 フェーズ2：テスト 新興国と先進国のマーケットにおけるフレームワークのテスト及び修正

2023年 フェーズ3：協議 20の新興国及び先進国市場の金融規制当局、データ作成者、データ利用者との協議

2023年 フェーズ4：公表 主要・特定のイベントやコミュニケーションを通じてフレームワークのローンチ

2023年 フェーズ5：導入 フレームワークの導入を支援する継続的なガイダンス

• G7気候・環境大臣会合コミュニケ（2021年5月20日、21日）
「我々は、自然関連の財務情報開示に関する作業の重要性を認識し、自然関連財務情報開示タスクフォースの設立とその目的に関心を持って留意する」
• G7財務大臣・中央銀行総裁声明（2021年6月5日）
「我々は、自然関連財務情報開示タスクフォースの設立及びその提言に期待する」

G7におけるコミュニケ抜粋（仮訳）

Ⅱ



ガバナンス

自然関連リスクと機会に関する組
織のガバナンスを開示する

推奨された開示

A. 自然関連リスクと機会に関する
取締役会の監視について説明
する

B. 自然関連リスクと機会の評価と
管理における経営者の役割に
ついて説明する

戦略

自然関連リスクと機会が、組織の
事業、戦略、財務計画に与える実
際および潜在的な影響を、そのよ
うな情報が重要である場合に開示
する

推奨された開示

A. 組織が特定した、短期、中期、
長期の自然関連リスクと機会に
ついて説明する

B. 自然関連リスクと機会が、組織
の事業、戦略、財務計画に与え
る影響について説明する

C. 様々なシナリオを考慮しながら、
組織の戦略のレジリエンスにつ
いて説明する

D. 完全性の低い生態系、重要性
の高い生態系、または水ストレ
スのある地域との組織の相互
作用について説明する

リスク管理

組織が自然関連リスクをどのよう
に特定し、評価し、管理しているか
を開示する

推奨された開示

A. 自然関連リスクを特定し評価す
るための組織のプロセスについ
て説明する

B. 自然関連リスクを管理するため
の組織のプロセスについて説
明する

C. 自然関連リスクの特定、評価、
管理のプロセスが、組織全体
のリスク管理にどのように組み
込まれているかについて説明
する

指標と目標

関連する自然関連リスクと機会の
評価と管理に使用される指標と目
標を、そのような情報が重要であ
る場合に開示する

推奨された開示

A. 組織が戦略およびリスク管理プ
ロセスに沿って、自然関連リス
クと機会を評価し管理するため
に使用している指標を開示する

B. [スコープ1、スコープ2、および
必要に応じてスコープ3（注）の温
室効果ガス（GHG）排出量と関
連するリスクを開示する]

* *TNFDが調整を検討中

C. 組織が自然関連リスクと機会を
管理するために用いている目
標と、目標に対するパフォーマ
ンスについて説明する

（注）Scope1：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出、Scope2 : 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出、Scope3 : Scope1、Scope2以外の間接排出（事業者の活動に関連する他社の排出）
（出所）TNFD自然関連リスクと機会管理・情報開示フレームワーク ベータ版v0.1リリース エグゼクティブサマリー（日本語）（2022年3月15日公表）

TNFD開示指針の草案（ベータ版v0.1）の概要

 2022年3月15日、TNFDはTCFD提言の4つの柱をベースに、開示指針の草案を公表。市場参加者からの
フィードバックに基づき今後数回にわたり改良し、2023年9月に最終版公表を予定
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（出所）カゴメ株式会社有価証券報告書（2020年12月期） P21-22

その他の環境課題（生物多様性）に関する開示例

有
価
証
券
報
告
書

カゴメ株式会社 有価証券報告書（2020年12月期） P21-22 

【事業等のリスク】 ※ 一部抜粋

（１）TCFD提言の開示項目ごとに活動内容を端的に記載

（２）生物多様性を含む、移行リスク及び物理リスクの各項目について、事業へのイ
ンパクトの程度等を記載

（１）

（２）

Ⅱ



- 42 -

（参考）NIKKEI225（2021年2月時点）の構成銘柄となっている日本企業が2020年に開示したサステナビリティ情報を対象に調査を行ったもの。サステナビリティ情報を開示している企業は2020年は223社（2019年は218社、
2018年は217社）
（出所）KPMG「日本におけるサステナビリティ報告 2020」

その他の環境課題（水資源）に関する開示の状況

 NIKKEI225構成企業では水使用量を開示している企業が多い。また、水に関するリスクと機会を開示する
企業は増加傾向

52(24%)

72(33%)

190(88%)

68(31%)

71(33%)

189(87%)

94(42%)

82(37%)

190(85%)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

水に関するリスクと機会

水使用量に関する目標設定

水使用量（絶対量）

2020年 2019年 2018年 （社）
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（出所）KPMGジャパン「日本の企業報告に関する調査2021」

［参考］戦略の達成度の説明に用いられた業績指標

 戦略の達成度の説明に財務指標・非財務指標の両方を用いる企業は半数以下

戦略の達成度の説明に用いられた業績指標

10%

7%

44%

1%

56%

23%

16%

0%

3%

8%

1%

9%

63%

25%

8%

1%

11%

12%

財務・非財務両方記載 財務のみ記載 非財務のみ記載 記載なし 全社方針・戦略
の記載なし

統合報告書の発行なし／
サステナビリティ報告なし

2021年

有価証券
報告書

統合報告書

サステナ
ビリティ報告

99社 52社 ７社 20社 19社 28社

24社56社２社127社16社

22社 ３社 37社 19社 141社 3社

2021年

2021年

Ⅱ



- 44 -

［参考］開示媒体①（有価証券報告書と任意報告の役割）

 有価証券報告書と任意開示は、開示対象の違いにより、開示内容やその役割が異なっている

有価証券
報告書

任意開示

開示対象

企業 投資家

企業

投資家

他のステーク
ホルダー

地域社会

従業員

・・・

開示内容

【企業の概況（サマリー情報）】

【
財
務
情
報
】

【非財務情報】

事業の状況

コーポレート・ガバナンスの状況

 ビジネスモデル、経営方針
 MD&A

 事業等のリスク
 経営上の重要な契約 等

その他の
個別開示項目

投資家以外
を対象とする
こともある

投資家の投資判断に必要とされる情報
企業と投資家との間の建設的な対話に資する情報

企業の創意工夫を生かした情報

自由に記載
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（注）企業価値レポーティング・ラボにおいて、編集方針等で、統合レポートで あることや財務・非財務情報を包括的に記載している等の統合報告を意識したと思われる表現があるレポートを、「自己表明型統合レポート」とし
てカウント。調査対象は上場企業をベースとして、把握できる範囲で非上場企業やその他法人等も含めている
（出所）上場企業数は、東京証券取引所（東証の各市場の上場数は2021年8月31日時点）、上場企業以外の金商法開示企業数は、EOL（8月31日時点）、自己表明型統合レポートは、KPMG「日本企業の統合報告に関す
る調査2020」より金融庁作成

［参考］開示媒体②（開示媒体の発行数）

 有価証券報告書の提出企業数に比べ、任意開示を行っている企業数は少数

有価証券
報告書

任意開示

上場企業

東証1部
（2189）

東証2部
（472）

ジャスダック
（694）

マザーズ
（382）

東証以外の
市場
（95）

上場企業以外の
金商法開示企業

 有価証券届出書提出
企業

 株主が1000人以上
の企業 等

約3800社 約480社

23 31 57
90

133

207

274

330

422

522

579

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

自己表明型統合レポート（注）の発行企業数

東証1部

531社

東証2部

8社

ジャスダック
マザーズ

6社

非上場

34社
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目次

I. サステナビリティ開示全般・気候変動に関する開示

II. 人的資本・多様性等に関する開示

III. 国際的な非財務情報開示の枠組みにおける人的資本・多様性
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（出所）国際統合報告フレームワーク（2021年度版）を基に非財務情報可視化研究会作成

国際的な非財務情報開示の枠組み（IIRC①）Ⅲ

団体の概要

• 2010年に英国で設立。財務資本の提供者に対し、組織がどのように長期にわたり価値を創造するを説明する「統合報告書」の原則・要素を規定
した「統合報告フレームワーク」（2013年初版）を開発。

IIRCフレームワークの特徴

• 原則主義。
• 人的資本を、価値の蓄積であり、ビジネスモデルへのインプットとなる6つの資本（財務資本、製造資本、知的資本、人的資本、社会・関係資本、

自然資本）のうちの1つとして捉えている。

価値の創造・保存・毀損のプロセス
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（出所）国際統合報告フレームワーク（2021年度版）を基に非財務情報可視化研究会作成

国際的な非財務情報開示の枠組み（IIRC②）Ⅲ

2．基礎概念

2.9 価値は、異なる時間軸にわたって、様々なステークホルダーのために様々な資本を介して創造されるため、他の資本を無視し、
特定の資本のみを最大化することによって創造されるものではないだろう。例えば、(不適切な人事方針と実務等によって)人
的資本を犠牲にして、(利益などの)財務資本を最大化することは、組織の長期的な価値の最大化にはつながらないだろう。

2.10 あらゆる組織の成功は、多様な形態の「資本」 に支えられている。フレームワークでは、資本は、財務資本、製造資本、知的資
本、人的資本、社会・関係資本、自然資本から構成されるものとしている。しかしながら、統合報告書を作成している組織に対
し、フレームワークで採用している分類を採用することを要求するものではない。

2.11 資本は価値の蓄積であり、組織の活動とアウトプットを通じて増減し、又は変換される。例えば、利益が創出されることによって
組織の財務資本は増加し、従業員がより良いトレーニングを受けた場合には人的資本の質が改善する。

2.12 資本ストック全体は、長期にわたり変化する。資本が増減し、又は変換される状況においては、常に、資本間又は資本 内にお
けるフローが存在する。例えば、従業員がトレーニングを受けることによって組織の人的資本が改善された場合、そのトレーニ
ングのための費用は財務資本の減少につながる。この場合の影響は、財務資本が人的資本に変換されたことにある。これは
比較的単純であり、かつ組織の視点のみからの例であるが、資本間の継続的な相互作用及び変換（割合とアウトカムは様々
であるが）を表している。

2.15 フレームワークの目的において、資本は次のように分類され、説明される。

人的資本：人々の能力、経験及びイノベーションへの意欲、例えば、

• 組織ガバナンス・フレームワーク、リスク管理アプローチ及び倫理的価値への同調と支持
• 組織の戦略を理解し、開発し、実践する能力
• プロセス、商品及びサービスを改善するために必要なロイヤリティ及び意欲であり、先導し、管理し、協調するための能力

を含む。
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（出所）SASBホームページを基に非財務情報可視化研究会作成

国際的な非財務情報開示の枠組み（SASB①）Ⅲ

団体の概要

• 2011年に米国で設立。企業が投資家に対して財務的に重要なサステナビリティ情報を開示する際の指針として「SASBスタ
ンダード」（2018年初版公表）を開発。

SASBスタンダードの特徴

• 細則主義。
• 企業が投資家を含む市場関係者へ有益な情報提供を行えるよう、77の業種毎に具体的な開示項目・指標を規定。2020年

は世界で1364社が利用。

課題 定義 例

労働慣行
児童労働や強制労働、公正な賃金や福利厚生
の提供、労働力の採用と維持、労働組合との関
係などの問題が考慮される

• 労働組合において団体賃金交渉の対象となる労働力の割合
• 平均時給
• 離職率
• 労働法違反に伴う法的手続きによる金銭的損失
• ハラスメントを防止するための方針/プログラムの説明がされているか

従業員の安全衛生

安全で健康的な職場環境を構築し、維持するた
めの企業の能力が考慮される。身体的健康状
態に加え精神的健康状態も含まれる。研修や
組織文化における取り組みも反映される

• 致死率

• 急性および慢性の呼吸器系の健康状態を診断、監視、軽減するための
取り組み

• 労働者の健康被害への曝露を減らすための取組
• 喫煙が許可されている場所で働く従業員の割合

• 従業員の安全衛生違反に伴う法的手続きに伴う金銭的損失の金額の
記載

従業員エンゲージメント、ダイ
バーシティ＆インクルージョン

企業の文化、雇用、昇進の慣行が、多様で包括
的な労働力の構築に繋がっているか、が考慮さ
れる。差別的慣行の問題も含まれる。

• ジェンダーと人種・民族グループのそれぞれの割合
• 雇用差別に伴う法的手続きに伴う金銭的損失の額
• 人材の採用と維持への取り組みについての議論

人的資本に関する開示要求事項
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（出所）SASBホームページを基に作成

国際的な非財務情報開示の枠組み（SASB②）Ⅲ

人的資本に関する具体的指標（例）

＜電気事業・発電＞

トピック 指標 カテゴリー 単位 コード

労働安全衛生 (1) 労働災害事故発生割合 定量的 ％ IF-EU-320a.1

(2) 労働災害による死亡率 定量的 割合

(3) ヒヤリハット発生率 定量的 %

＜電子商取引＞

トピック 指標 カテゴリー 単位 コード

従業員の採用、インク
ルージョンとパフォーマ
ンス

従業員エンゲージメント率 定量的 % CG-EC-330a.1

(1)自発的離職率 (2) 非自発的離職率 定量的 割合 CG-EC-330a.2

性別及び人種・民族グループの割合
(1) 管理職 (2) 技術職 (3) その他の従業員

定量的 % CG-EC-330a.3

技術職のH-1Bビザ取得率 定量的 % CG-EC-330a.4
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SASBの人的資本についての決定事項

Human Capital: Diversity, Equity & Inclusion

Board Materials & Decisions

Board Meeting Outcomes

December 2021

The Board unanimously approved staff’s proposal to initiate a standard-setting project to evaluate the 

addition or revision of disclosure topics and/or metrics within an identified set of SASB Industry 

Standards to better account for the impact of diversity, equity, and inclusion (DEI) on enterprise value.

The Board and staff discussed staff’s rationale for standard setting, including evidence of investor 

interest in DEI, evidence connecting DEI to business performance, as well as staff’s approach to 

identifying industries for inclusion in the standard-setting proposal.

Next steps in the project will consist of staff conducting further research and market consultation to:

Refine industry list and list of industry characteristics/indicators, if needed;

Examine channels and industries across international markets; and

Develop a preliminary view on disclosure topic(s) scope and general issue category mapping for each 

identified industry based on channels of business relevance.

Ⅲ
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（出所）GRIホームページ、GRIスタンダードを基に非財務情報可視化研究会作成

国際的な非財務情報開示の枠組み（GRI①）Ⅲ

人的資本に関するGRIスタンダード

GRI 2: 一般開示事項
GRI 401: 雇用
GRI 402: 労使関係
GRI 403: 労働安全衛生
GRI 404: 研究と教育
GRI 405: ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨと機会均等
GRI 406: 非差別
GRI 407: 結社の自由と団体交渉
GRI 408: 児童労働
GRI 409: 強制労働
GRI 410: 保安慣行
GRI 411: 先住民族の権利
GRI 412: 人権ｱｾｽﾒﾝﾄ
GRI 414: ｻﾌﾟﾗｲﾔｰの社会面のｱｾｽﾒﾝﾄ

GRIスタンダード

共通スタンダード セクター別スタンダード トピック別スタンダード

団体の概要

• 1997年に米国で設立。現在の本部はオランダ。組織が経済、環境、社会に与えるインパクトを一般に報告するための「GRI

スタンダード」（2000年初版公表）を開発。

GRIスタンダードの特徴

• 細則主義。
• 共通スタンダード、セクター別スタンダード、トピック別スタンダード（経済・環境・社会）から成る。
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（出所）GRIスタンダードを基に非財務情報可視化研究会作成

国際的な非財務情報開示の枠組み（GRI②）Ⅲ

基準 開示事項 開示要求事項

GRI 2

一般開示事
項

2-6

活動、バリューチェーンとその
他のビジネス上の関係

• 活動しているセクター
• 以下を含むバリューチェーン
‒ 組織の活動、製品、サービス、及び提供市場
‒ 組織のサプライチェーン
‒ 組織の下流に位置する組織とその活動

• その他の関連するビジネス上の関係
• 上記について、前期からの重要な変化

2-7

従業員

• 総正社員数、及び性別・地域別内訳
• 総臨時社員数、及び性別・地域別内訳
• 労働時間を保証しない従業員数、及び性別・地域別内訳
• フルタイム従業員数、及び性別・地域別内訳
• パートタイム従業員数、及び性別・地域別内訳
• データ集計に用いた方法論及び前提条件
• データを理解するために必要な文脈情報
• 報告期間中及び報告期間間の重要な変動

2-8

従業員以外の労働者

• 従業員以外で、組織により業務が管理されている労働者の総数
‒ 最も一般的な労働者の種類と、組織との契約関係
‒ 業務の種類

• データ集計に用いた方法論及び前提条件
• 報告期間中及び報告期間間の重要な変動

GRI 202

地域経済での
存在感

202-1

地域最低賃金に対する標準新
人給与の比率（男女別）

• 従業員の相当部分が最低賃金を条件に報酬を受けている場合、その最低賃金に対する重要
事業拠点新人給与の比率（男女別）

• 組織の活動に携わるその他の労働者（従業員を除く）の相当部分が最低賃金を条件に報酬を
受けている場合、最低賃金を上回る賃金が支払われていることを確認するためにどのような措
置を取っているか
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（出所）GRIスタンダードを基に非財務情報可視化研究会作成

国際的な非財務情報開示の枠組み（GRI③）Ⅲ

基準 開示事項 開示要求事項

GRI 202

地域経済での
存在感（続き）

202-1

地域最低賃金に対する標準新
人給与の比率（男女別）

• 重要事業拠点を置く地域に地域最低賃金が存在するか否か、それが変動するものか否か（男
女別）。参照すべき最低賃金が複数ある場合は、どの最低賃金を使用したか

• 「重要事業拠点」の定義

GRI 401

雇用

401-1

従業員の新規雇用と離職
• 報告期間中における従業員の新規雇用の総数と比率（年齢層、性別、地域による内訳）
• 報告期間中における従業員の離職の総数と比率（年齢層、性別、地域による内訳）

401-2

正社員には支給され、非正規
社員には支給されない手当

• 組織の正社員には標準支給されるが、非正規社員には支給されない手当（重要事業拠点別）。
これらの手当には、少なくとも次のものを含める
‒ 生命保険
‒ 医療
‒ 身体障がいおよび病気補償
‒ 育児休暇
‒ 定年退職金
‒ 持ち株制度
‒ その他

• 「重要事業拠点」の定義

401-3

育児休暇

• 育児休暇を取得する権利を有していた従業員の総数（男女別）
• 育児休暇を取得した従業員の総数（男女別）
• 報告期間中に育児休暇から復職した従業員の総数（男女別）
• 育児休暇から復職した後、12ヶ月経過時点で在籍している従業員の総数（男女別）
• 育児休暇後の従業員の復職率および定着率（男女別）

GRI 402

労使関係

402-1

事業上の変更に関する最低通
知期間

• 従業員に著しい影響を及ぼす可能性がある事業上の重大な変更を実施する場合、従業員お
よび従業員代表に対して、通常、最低何週間前までに通知を行っているか

• 団体交渉協定のある組織の場合、通知期間や協議･交渉に関する条項が労働協約に明記さ
れているか否か
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（出所）GRIスタンダードを基に非財務情報可視化研究会作成

国際的な非財務情報開示の枠組み（GRI④）Ⅲ

基準 開示事項 開示要求事項

GRI 403

労働安全衛
生

403-1~10

労働安全衛生
（詳細は省略）

403-1 労働安全衛生マネジメントシステム
403-2 危険性 (ハザード) の特定、リスク評価、事故調査
403-3 労働衛生サービス
403-4 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション
403-5 労働安全衛生に関する労働者研修
403-6 労働者の健康増進
403-7 ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和
403-8 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者
403-9 労働関連の傷害
403-10 労働関連の疾病

GRI 404

研修と教育

404-1

従業員一人あたりの年間平
均研修時間

• 報告期間中に、組織の従業員が受講した研修の平均時間 (次の内訳による)

‒ 性別
‒ 従業員区分

404-2

従業員スキル向上プログラ
ムおよび移行支援プログラ
ム

• 従業員のスキル向上のために実施したプログラムの種類、対象と、提供した支援

• 雇用適性の維持を促進するために提供した移行支援プログラムと、定年退職や雇用終
了に伴うキャリア終了マネジメント

404-3

業績とキャリア開発に関して
定期的なレビューを受けて
いる従業員の割合

• 報告期間中に、業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の
割合 (男女別、従業員区分別に)
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（出所）GRIスタンダードを基に非財務情報可視化研究会作成

国際的な非財務情報開示の枠組み（GRI⑤）Ⅲ

基準 開示事項 開示要求事項

GRI 405

ダイバーシ
ティと機会均
等

405-1

ガバナンス機関および従業員
のダイバーシティ

• 組織のガバナンス機関に属する個人で、次のダイバーシティ区分に該当する者の割合
‒ 性別
‒ 年齢層: 30歳未満、30歳~50歳 、50歳超
‒ 該当する場合には、その他のダイバーシティ指標 (例えばマイノリティ、社会的弱者など)

• 次のダイバーシティ区分の従業員区分別の従業員の割合
‒ 性別
‒ 年齢層: 30歳未満、30歳~50歳 、50歳超
‒ 該当する場合には、その他のダイバーシティ指標 (例えばマイノリティ、社会的弱者など)

405-2

基本給と報酬総額の男女比

• 女性の基本給と報酬総額の、男性の基本給と報酬総額に対する比率 (従業員区分別、重要事
業拠点別に)

• 「重要事業拠点」の定義

GRI 406

非差別
406-1

差別事例と実施した救済措置

• 報告期間中に生じた差別事例の総件数
• 事例の状況と実施した措置。次の事項を含む

‒ 組織により確認された事例
‒ 実施中の救済計画
‒ 実施済みの救済計画と、定期的な内部マネジメント・レビュー・プロセスにより確認された

結果
‒ 措置が不要となった事例

GRI 407

結社の自由と
団体交渉

407-1

結社の自由や団体交渉の権
利がリスクにさらされる可能性
のある事業所およびサプライ
ヤー

• 労働者の結社の自由や団体交渉の権利行使が、侵害されたり著しいリスクにさらされる可能性
のある事業所およびサプライヤー。次の事項に関して
‒ 事業所 (製造工場など) およびサプライヤーの種類
‒ リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国または地域

• 結社の自由や団体交渉の権利行使を支援するため、組織が報告期間中に実施した対策
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（出所）GRIスタンダードを基に非財務情報可視化研究会作成

国際的な非財務情報開示の枠組み（GRI⑥）Ⅲ

基準 開示事項 開示要求事項

GRI 408

児童労働
408-1

児童労働事例に関して著し
いリスクがある事業所およ
びサプライヤー

• 次の事例に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー
‒ 児童労働
‒ 年少労働者による危険有害労働への従事

• 児童労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー (次の観
点による)

‒ 事業所 (製造工場など)およびサプライヤーの種類
‒ リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国または地域

• 児童労働の効果的な根絶のために報告期間中に組織が実施した対策

GRI 409

強制労働
409-1

強制労働事例に関して著し
いリスクがある事業所およ
びサプライヤー

• 強制労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー。次の事
項に関して
‒ 事業所 (製造工場など) およびサプライヤーの種類
‒ リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国または地域

• あらゆる形態の強制労働を撲滅するために報告期間中に組織が実施した対策

GRI 410

保安慣行
410-1

人権方針や手順について研
修を受けた保安要員

• 組織の人権方針や特定の手順およびその保安業務への適用について正式な研修を受
けた保安要員の割合

• 保安要員の提供を受けている第三者組織に対して同様の研修要件を適用しているか
否か

GRI 411

先住民族の
権利

411-1

先住民族の権利を侵害した
事例

• 報告期間中に、先住民族の権利を侵害したと特定された事例の総件数
• 事例の状況と実施した措置 (次の事項を含める)

‒ 組織により確認された事例
‒ 実施中の救済計画

‒ 実施済みの救済計画と、定期的な内部マネジメント・レビュー・プロセスにより確認
された結果

‒ 措置が不要となった事例



- 58 -
（出所）GRIスタンダードを基に非財務情報可視化研究会作成

国際的な非財務情報開示の枠組み（GRI⑦）Ⅲ

基準 開示事項 開示要求事項

GRI 412

人権アセスメ
ント

412-1

人権レビューやインパクト評
価の対象とした事業所

• 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所の総数とその割合（国別に）

412-2

人権方針や手順に関する従
業員研修

• 人権方針や事業所に関わる人権側面に関する手順について、報告期間中に従業員研
修を実施した総時間数

• 人権方針や事業所に関わる人権側面に関する手順について、報告期間中に従業員研
修を受けた従業員の割合

412-3

人権条項を含むもしくは人
権スクリーニングを受けた重
要な投資協定および契約

• 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約の総
数と割合

• 「重要な投資協定」の定義

GRI 414

サプライヤー
の社会面の
アセスメント

414-1

社会的基準により選定した
新規サプライヤー

• 社会的基準により選定した新規サプライヤーの割合

414-2

サプライチェーンにおけるマ
イナスの社会的インパクトと
実施した措置

• 社会的インパクト評価の対象としたサプライヤーの数

• 著しいマイナスの社会的インパクト（顕在的、潜在的）があると特定したサプライヤーの
数

• サプライチェーンで特定した著しいマイナスの社会的インパクト（顕在的、潜在的）
• 著しいマイナスの社会的インパクト（顕在的、潜在的）があると特定されたサプライヤー
のうち、評価の結果、改善の実施に同意したサプライヤーの割合

• 著しいマイナスの社会的インパクト（顕在的、潜在的）があると特定されたサプライヤー
のうち、評価の結果、関係を解消したサプライヤーの割合およびその理由
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（出所） World Economic Forum 「ステークホルダー資本主義の進捗の測定～持続可能な価値創造のための共通の指標と一貫した報告を目指して～」を基に非財務情報可視化研究会作成

国際的な非財務情報開示の枠組み（WEF①）Ⅲ

WEF：ステークホルダー資本主義指標

表：「ガバナンスの原則」の中核指標

ガバナンスの目的 目的の設定

ガバナンス機関の質 ガバナンス機関の構成

ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ･ｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ ステークホルダーに影響を与えるマテリアル・イシュー

倫理的行動 汚職防止

倫理的助言と通報制度の保護

リスクと機会の監督 リスクと機会のビジネスプロセスへの統合

表：「人」の中核指標

尊厳と平等 多様性とインクルージョン

給与の平等

賃金水準

児童労働、強制労働のリスク

健康とウェルビーイング 健康と安全

将来のためのスキル 教育訓練

表：「地球」の中核指標

気候変動 温室効果ガス排出量

TCFD提言の実施

自然の喪失 土地利用と生態系への配慮

淡水利用の可能性 水ストレス地域における水消費量及び取水量

表：「繁栄」の中核指標

雇用と富の創出 雇用者数と比率

経済的貢献

金融投資への貢献

より良い製品とサービス
のイノベーション

研究開発費総額

コミュニティと社会の活
力

納税総額

• 21の中核指標と34の拡大指標から構成され、①ガバナンス、②地球、③人、④繁栄の4分野に分類されている。

団体の概要

• 1971年に設立された非営利財団。スイス・ジュネーブに本部を置く。

基準の特徴

• 細則主義。
• 2020年9月、「ステークホルダー資本主義の進捗の測定～持続可能な価値創造のための共通の指標と一貫した報告を目

指して～」と題した報告書を公表。
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（出所） World Economic Forum 「ステークホルダー資本主義の進捗の測定～持続可能な価値創造のための共通の指標と一貫した報告を目指して～」を基に非財務情報可視化研究会作成

国際的な非財務情報開示の枠組み（WEF②）Ⅲ

テーマ 中核指標 開示事項 出典

尊厳と平等

多様性とインク
ルージョン（％）

従業員区分別の、年齢層、ジェンダー、その他の多様性の指標（エスニシティ
等）からみた、雇用割合

GRI-405-1b

賃金の平等（％）
平等に関する優先分野で、重要な事業拠点別の従業員区分（ジェンダー、エス
ニシティ、その他の該当分や）の基本給と報酬の比率

GRI-405-2より抜粋

賃金水準（％）
1. 地域の最低賃金と比較した、ジェンダー別の標準初任給の比率
2. 最高経営責任者（CEO)を除く従業員の年間総報酬の中央値と、CEOの

年間総報酬との比率

GRI 202-1、
ドッド・フランク法、米国
証券取引委員会法令よ

り改変

児童労働、強制的
労働のリスク

自社及びサプライヤーの業務において、児童労働・
強制的労働に関わる重大なリスクがあると考えられる場合の説明。こうしたリス
クは下記の点に関連して発生する可能性がある。
a) 業務の種類（製造工場等）と、サプライヤーの種類
b) 当該業務を行う国または地域、リスクがあると考えられるサプライヤー

GRI 408-1b, 

GRI-409-1a

健康とウェル
ビーイング

健康と安全（％）

1. 業務上の傷害による死亡・重大な業務上の傷害（死亡除く）・記録対象と
なる業務上の件数と割合、業務上の傷害の主な種類、労働時間

2. 業務以外での従業員の医療やヘルスケアサービスの利用を、組織として
どのように促進しているか、およびその適用範囲の説明

GRI: 2018 

403-9a&b,

GRI: 2018 

403-6a

将来のための
スキル

トレーニング

1. 報告対象期間における、ジェンダー及び従業員区分別の、１人あたりト
レーニングの平均時間（従業員全体へのトレーニング時間の合計÷従業
員数）

2. フルタイムの従業員１人あたりの、トレーニングと人材育成の平均費用
（従業員全体へのトレーニング費用の合計÷従業員数）

GRI 404-1,

SASB HC 101-15

「人」分野の中核指標
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（出所） World Economic Forum 「ステークホルダー資本主義の進捗の測定～持続可能な価値創造のための共通の指標と一貫した報告を目指して～」を基に非財務情報可視化研究会作成

国際的な非財務情報開示の枠組み（WEF③）Ⅲ

テーマ 拡大指標 開示事項 出典

尊厳と平等

賃金格差

1. フルタイム従業員の基本給・報酬の男女別平均給与格差、及び企業レベ
ルまたは重要な事業拠点別の多様性の指標（例：BAME（黒人、アジア系、
マイノリティの人種）の割合）

2. 国ごとの、組織の重要な業務を行っている最高報酬者の年間総報酬額が、
組織の全従業員（当該最高報酬者を除く）の年間総報酬額の中央値に対
して占める比率

ジェンダーとエスニシ
ティの賃金格差報告に
関する英国政府のガイ

ダンスを参考

GRI 102-38

差別・ハラスメント
のインシデント数
（件）と金銭的総損
失額（$）

差別・ハラスメントの件数、その性質と対応、下記事項に関連する法的手続き
の結果生じた金銭的損失の総額
a) 法律違反
b) 雇用差別

GRI 406-1,

SASB FR-310a.4 より
抜粋

結社の自由と団体
交渉のリスク（%）

1. 団体交渉協定の対象となっている現役労働力の割合
2. そのリスクに対処するために組織がとった措置を含む、結社の自由と団体

交渉の権利がリスクにさらされているサプライヤーへの評価に関する説明

SASB CN0401-17,

GRI 407-1,

WDI 7.2

人権レビュー、苦
情の影響と現代の
奴隷制度（件、%）

1. 国別の、人権レビューまたは人権影響評価の対象となった事業の総数と
割合

2. 報告期間中に報告された、顕著な人権問題に関連した影響を伴う苦情の
件数と種類、および影響の種類に関する説明

3. 児童労働、強制労働または強制的労働の事例について、重大なリスクが
あると考えられる事業及びサプライヤーの数と割合。こうしたリスクは、下
記の点に関連して発生する可能性がある。
a) 事業の種類（製造工場等）と、サプライヤーの種類
b) リスクがあると考えられる事業やサプライヤーのある国や地域

GRI 412-1,

国連指導原則,

GRI 408-1a,

GRI 408-1a及びGRI 

409-1より抜粋
WDI 7.5

生活賃金（%）
企業が事業を展開している国や地方の従業員や請負業者の生活賃金に対す
る、現在の賃金

MIT 生活賃金ツール,

EPIC

「人」分野の拡大指標 (1)
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（出所） World Economic Forum 「ステークホルダー資本主義の進捗の測定～持続可能な価値創造のための共通の指標と一貫した報告を目指して～」を基に非財務情報可視化研究会作成

国際的な非財務情報開示の枠組み（WEF④）Ⅲ

テーマ 拡大指標 開示事項 出典

健康とウェル
ビーイング

業務上のインシ
デントが組織に
与えた金銭的影
響額（件、$）

業務上のインシデントの数と種類に、1件あたりの従業員と雇用主への直

接費用を乗じて算出（規制当局からの措置や罰金、物的損害、医療費、
従業員への補償費用を含む）

欧州委員会、オースト
ラリア労働安全庁の指

標より抜粋

従業員のウェル
ビーイング
（件、%）

1. 全従業員と労働者における、業務上の健康障害による死亡数、記
録対象となる業務上の健康障害数、業務上の健康障害の主な種類

2. a) 健康とウェルビーイングの「ベストプラクティス」プログラムへの従
業員の参加率
b) 全従業員の欠席率（AR）

GRI: 2018 403-

10a&B, EPIC,

GRI 2016 403-2aより
抜粋

将来のための
スキル

埋まっていない
熟練職のポジ
ションの数
（件、%）

1. 埋まっていない熟練職のポジションの数（件）
2. 埋まっていない熟練職のポジションのうち、未経験者を採用してト

レーニングする予定のポジションの割合（%）

WBCSD影響測定フ
レームワーク方法論
バージョン1.0 (2008)

トレーニングの金
銭的影響（トレー
ニングによる収
益力の強化）（%、
$）

1. 給与支払いに占める、トレーニングへの投資額の割合（%）

2. 収益の増加、生産性向上、従業員エンゲージメント、社内採用率等
からみた、トレーニングと人材開発の効果

OECDから抜粋
WDI 5.5

「人」分野の拡大指標 (2)


